
振り込め詐欺撲滅

にご協力を！！

「だまされたふり作戦」とは

振り込め詐欺の電話がかかってきたときに、これを見破った上で「だまされたふり」をし、
相手の口座番号や携帯電話番号等を聞きだして、警察に通報することです。

警察では、この情報を基に、 口座を凍結したり、犯人の検挙に役立てたりします。

「だまされたふり作戦」推進マニュアル

振り込め詐欺を見破ろう

「だまされたふり」をするにも、まずは、振り込め詐欺を見破ることが必要です。

たとえ、相手が子どもや孫の名前を名乗ったとしても、

○ 携帯電話の番号が変わった

○ 他人名義の口座にお金を振り込んでほしい

などという電話がかかってきたら、要注意！！ まずは振り込め詐欺を疑い、必ず、元の
電話番号にかけるなどして、本人に確認してください。

警察に通報しよう

振り込め詐欺であることを見破った後も「だまされたふり」を続け、相手から

○ 相手の電話番号

○ 振込先の銀行（支店）名、口座番号、名義人

のことを聞き出してメモし、警察に通報 してください。

もしも相手が、お金やキャッシュカードを「取りにくる」、又は「もってきて」などと言ってきた

場合は、すぐに１１０番してください。
振り込め詐欺犯人は、お金を振り込ませる以外にも、会話を利用して言葉巧みに個人情

報を聞き出そうとしてくることがありますので、決して無理をせず、できる範囲での協力を
お願いします。

振り込め詐欺の相談先
警察情報ダイヤル ０１２０－１１０－８７４

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ １１０番へ ハナシてみよう

※音声案内に従い、振り込め詐欺については「１」を押してください。
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